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助成金概要 

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者（いわゆる「契

約社員」）・パートタイマーなどの非正規雇用者（既存の従

業員または新たに雇い入れる人でも可）の雇用安定化など

に対する取り組みに応じて6つのコースに分けられてお

り、それぞれ助成金額が定められています。 
 

【コースの例】 

① 正規雇用等転換コース 

正社員転換コースなどを制度化し、対象者が出た場合

15万円～40万円 

② 人材育成コース 

有期契約労働者などにOJTやOFF-JTを実施した場

合研修費用・研修中賃金の一部が助成 

③ 処遇改善コース 

有期契約労働者などの賃金テーブルを3％以上増額

した場合に1人当たり0.75万円～1万円助成、他 

④ 健康管理コース 

有期契約労働者などに健康診断制度を新たに規定し、

延べ4人以上実施した場合に30万円～40万円助成 

 

雇用初期段階で技術教育が必要な業種
【活用事例１】 
6ヶ月契約社員として入社した労働者に対して外部の

Off-JT（20時間・20万円）を計画的に実施して、会社の

基準を満たす人を正社員に転換した場合、1人あたり合計

616,000円が助成されます。 

※雇用初期段階で技術教育が必要な業種とは例えばプログラ

ミングなど ITサービス、ネイル・整体・美容師などの施術

サービス、建設・製造などの工業系サービスなどです。 

 

雇用初期段階で技術教育が必要な業種
【活用事例2】 
3ヶ月契約社員として入社した労働者に対してOff-JT（20

時間20万円）とOJT（200時間）を組み合わせた「有期

実習型訓練」を計画的に実施し、会社の基準を満たす人を

正社員に転換した場合、1人当たり合計756,000円が助

成されます。 

 

正社員との時給格差がありパートタイ
マーの賃金を上げたい場合の活用例 
例えばパートが30人いる会社で、パートの仕事について

分析し「職務評価（業務内容や責任程度の評価）」を行い、

職務評価によってパートを評価し、かつ全員の時給を3％

以上上げた場合、合計40万円が助成されます。 

※従業員50名（正社員20名・パート30名）の場合 

 

助成金の活用を考える方やご不明な点がある方は当事務

所までご相談ください。 

キャリアアップ助成金の

活用事例 

非正規雇用の労働者に対する研修教育や正社

員化に対して支給されるキャリアアップ助成

金の活用事例についてご紹介します。 
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健康保険料改定について 

平成26年度政府予算案を踏まえ、医療保険（協会けんぽ）

および介護保険の平成26年度保険料率の見込みが発表さ

れました。 

 

全体として医療保険財政の厳しさに変化はないものの、事

業者の経営実態、または被保険者の負担を考慮して、健康

保険料率についてはすべての都道府県で平成25年度と同

率に据え置かれる予定です。 

 

一方で介護保険料率については、単年度で収支が均衡する

（給付費用と保険料収入のバランスが取れる）必要があり、

来年度は上がる見込みです。 

 

健康保険料率 
都道府県ごとに定められている協会けんぽ健康保険料率

については、ほぼすべての地域で前年度の保険料率が据え

置かれる予定です。詳しくは下記の表の通りです。 
 

都道府県 平成25年度 平成26年度 

福島 9.96％ 9.96％ 

東京 9.97％ 9.97％ 

大阪 10.06％ 10.06％ 

兵庫 10.00％ 10.00％ 

福岡 10.12％ 10.12％ 
 

協会けんぽ以外の医療保険制度の保険料率は、別途定めが

ありますので、加入している医療保険の保険料改定情報を

ご確認ください。 

 

介護保険料率 

介護保険料率については、1.55％（平成25年度）から

1.72％（平成26年度）に変更になる予定です。 

1.55％  1.72％ 

 

改定時期 
平成26年の3月分から保険料が改定されます。保険料変

更タイミングについてご不明点があれば当事務所までご

相談ください。 

 
健康診査費用の補助について 
生活習慣病の予防や早期発見のため、協会けんぽをはじめ

とした医療保険制度では健康診査を奨励しており、それぞ

れの医療保険制度から健診費用の一部が補助されます。 

 

協会けんぽの場合、費用補助の対象となる健診の例は以下

の通りです。 

 

 一般健診 

尿検査・血液検査・胸や胃のレントゲン検査など 

当該年度に35～74歳の方が対象 

 乳がん・子宮頸がん健診 

一般健診を受診する40歳以上の偶数年齢の女性で 

受診を希望する方が対象 

 子宮頸がん健診 

20～38歳の偶数年齢の女性で受診を希望する方が

対象 

 特定健康診査 

40～74歳の協会けんぽの被扶養者が対象 

 

毎年3月～4月に、協会けんぽ加入の事業者宛てに「生活

習慣病予防健診の申込書」が郵送されます（またはインタ

ーネットからの健診申し込みも可能です）。 

 

健康診査の実施により従業員の健康に気遣うことは、従業

員の安心につながりますので、健診補助の制度を利用して

効率的な受診をすすめてください。 

3月の健康保険・介護保険料率

の変更と健康診査について 

 

3月は協会けんぽ保険料率の変更時期です。ま

た、協会けんぽの医療保険加入事業者に対し

て、健康診断費用補助の案内が送られます。 
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はじめに 
従業員が定着せずにすぐに辞めてしまうことは、心情的に

はもちろん快くないことですが、財務的にも企業にダメー

ジを与えます。従業員の離職率の上昇が財務にどのような

影響を与えるかを考察します。 

 

離職率の定義 

離職率の定義には諸説ありますが、新卒採用時期であるこ

とを踏まえ、ここでは離職率を以下のように定義します。 
 

今年4月1日時点で離職した新卒正社員の人数 

÷ 去年4月1日時点で採用した新卒正社員の人数 
 

この指標では「新卒が1年以内に何%辞めたか」がわか

ります。 
 

条件設定 
 

 4月1日に10人の新卒者を雇用したとする 

 新卒者の人件費を一人当たり「10」とする 

 従業員1名あたり月々「10」の売上をもたらすとす

る。ただし入社から半年は「半人前」のため「5」の

売上しかあげられないとする 

 入社から6か月間、教育コストが月間「2」かかると

する 

 採用時に、新卒者1名につき「10」の採用コストが

かかるとする 

 
この条件下で、新卒者1名あたりの月次の収益を次の表で

表します。 
 

【4月から9月まで】 
 
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

売上 5 5 5 5 5 5 

採用コスト 10 ― ― ― ― ― 

人件費 10 10 10 10 10 10 

教育コスト 2 2 2 2 2 2 

収支 -17 -7 -7 -7 -7 -7 

【10月から3月まで】 
 
月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

売上 10 10 10 10 10 10 

採用コスト ― ― ― ― ― ― 

人件費 10 10 10 10 10 10 

教育コスト ― ― ― ― ― ― 

収支 0 0 0 0 0 0 
 

この表から、新卒者が1か月目で離職した場合「マイナス

17」、6か月目で離職した場合「マイナス52」、その者の

収支が確定することがわかります。 

 

2年目以降も勤務を継続すれば生産性が向上し、従業員1

人あたりの収支がプラスに転じれば1年目のマイナスを

取り戻す可能性を残しますが、辞めてしまってはマイナス

を当人が取り戻すことができません。そのマイナス分は会

社全体で負担することになります。加えて、翌年辞めた人

数分の補充採用コストが再びかかる点も非効率です。 

 

離職率別のコスト 
さらに、先の表に基づき離職率別の想定コストを計算する

と以下のようになります。 
 
離職

率 

1人当たり収支上の 

マイナス確定額 

翌年の 

補充 

合計想定コスト 

10％ ▲17～MAX▲52 10 ▲27～MAX▲62 

20％ ▲34～MAX▲104 20 ▲54～MAX▲124 

30％ ▲51～MAX▲156 30 ▲81～MAX▲186 

50％ ▲85～MAX▲260 50 ▲135～MAX▲310 

80％ ▲136～MAX▲416 80 ▲216～MAX▲496 
 

実際には上記のように単純な計算が当てはまるとは限り

ませんが、少なくとも入社してしばらくの期間は「収益性

が低いこと」「教育コストがかかること」によるマイナス

があり、離職率が倍になればそのマイナスは2倍にとどま

らない可能性があります。 

 

離職率に関するご相談は当事務所までお寄せください。 

離職率が高いと 

なぜいけないか 
 

従業員が定着せずに辞めてしまうことは、企

業の財務にどのようなデメリットをもたらす

かについて具体的に解説します。 
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はじめに 
リーダーはカリスマ的な雰囲気を漂わせている特別な人

ではなく「周りに押されてリーダーになることが理想のリ

ーダーの姿である」とスターバックスコーヒージャパンの

CEO を務めた著者は自分の体験をリーダーシップ論に導

いて解説します。 

 

第五水準 
著者は「ビジョナリ―カンパニー２ 飛躍の法則」（ジェ

ームズ・C・コリンズ著）に書かれているリーダーシップ

の定義を引用しています。多くの人がイメージするカリス

マ的な力によるリーダーシップは「第四水準」ですが、そ

の上のリーダーシップとして「第五水準」があり、それは

次のように定義付けられていると述べます。 

 
何かがうまくいったとしたら「それは運が良かったから

だ」「部下ががんばってくれたからだ」と受け止める。逆

に、うまくいかなかったときには「すべて自分の責任だ」

と捉える。そうした謙虚な姿勢を持ち、人格的にも優れた

リーダーを「第五水準」のリーダーと定義している 

 

更に「リーダーと言えば、ともすれば人を使い、人を動か

すことをイメージしてしまう人も少なくないと思うが、人

を動かす前に、自分を動かす必要がある」と続けます。 

 

挫折の経験から 
著者は文中に自分の過去の経験を述べています。それは決

して華やかなものではなく、むしろ、出る杭は打たれ、左

遷に近い異動を命じられ、上司とソリが合わず精神的に参

ってしまったこともあったと言います。 

 

著者はその経験を「こうした苦しい体験、挫折体験がある

からこそ、私の意識や目線は大きく変わっていき、人の痛

みが想像でき、それを理解したうえで行動ができるように

なっていった」と述べています。 

リーダーの行動 
人は他人を本当によく見ている

ものです。しかし、いつも自分

が見られているということに、

気が付いていない人が少なくあ

りません。まして、立場の強く

ない人にどんな態度を示すかは、

極めて重要なことです。 

 

 偉い人や上司の顔色を気にする以上に、部下や後輩へ

の態度を見直しておく 

 強くない立場の人たちに、しっかりと目を向けるとい

う意識を持つ 

 

これらは「ついていきたい」と思われるリーダーにとって

は、極めて大切な行動なのだと著者は述べています。 

 

「to be good」 
仕事が「できる」「できない」を横軸に、人間性が「良い」

「良くない」を縦軸にマトリックスを作って評価すること

を著者は勧めています。 

 

そして「組織では、ポジションが上に行くほど、求められ

る能力はスキル系の能力よりも人格系（徳）の能力が大き

くなっていくと思う。重要なことは、スキル系だけいくら

高めても、いずれ限界がやってくる、ということで、高め

るべきは人間性であり、人間の徳とでもいうべきもの、人

間性そのものをしっかり鍛えておくことが大切になる」と

述べています。 

 

リーダーとしての振る舞いについて様々な事例をあげな

がら具体的に説明を加えています。管理職からチームリー

ダー・新人教育係・飲み会の幹事まで、あらゆる場面で役

に立つ一冊です。 

 

「ついていきたい」と思われる

リーダーになる 51の考え方 

岩田松雄 著  

単行本：254ページ 

出 版：サンマーク出版社 

価 格：1,400円（税抜） 
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労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋ Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963‐8017 

福島県郡山市長者一丁目3番8号 

イートンセンター111号 司法書士関根信事務所内 

営業時間 平日9:00～17:30 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
所長よりあいさつ 
 

先月の挨拶で、「今年の冬は雪が少なくて過ごしやすい」と言いましたね。 

すみません、あれはウソでした。まさか直後にあんなことになるとは…。やはり妖怪の仕業でしょうか。 

 

大雪、バレンタインデー、また大雪、ソチオリンピック。あっという間の２月でした。 

年度末を迎え、転勤や異動など慌ただしい日々を強いられている方々も多いのではないでしょうか。 

忙しい日々だからこそ、一日一日を丁寧に過ごしていきたいものです。 

 

それでは今月もよろしくお願いいたします。 

当事務所からの 

お知らせ 
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助成金について確認してみましょう 

キャリアアップ助成金チェックシート 

 

2014年版チェックシート 

本チェックシートを利用して、キャリアアップ助成金について確認してみましょう。 

FAXかメールでお送りいただければ、具体的なフィードバックをいたします。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 契約社員を採用している、または採用予定がある □ □ 

２ パートタイマーを採用している、または採用予定がある □ □ 

3 社員教育について、社外の研修機関にOFF-JT教育を依頼している □ □ 

4 OFF-JT教育の時間が合計20時間以上ある □ □ 

5 自社内で新人などに対してOJTで技術などの教育をする社風が定着している □ □ 

6 パートタイマーなどの時給アップを検討している □ □ 

7 パートタイマーや契約社員を正社員化する制度の検討をしている □ □ 

8 正社員登用に関する試験制度の整備を検討している □ □ 

9 人事制度や評価制度の導入を検討している □ □ 

10 パートタイマーや契約社員に対する健康診断の実施を検討している □ □ 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 


